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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
気体組成物中に含まれる不純物である一酸化炭素および水素の少なくとも１つを実質的に
除去するための方法であって、
（ａ）前記気体組成物に含まれている不純物である一酸化炭素および水素の少なくとも１
つを、二酸化チタンと、前記二酸化チタンにより支持された金および／または銀の粒子と
、前記二酸化チタンにより支持された少なくとも１つの白金族金属の粒子とを含む触媒と
接触させて酸素と反応させ、二酸化炭素と水をそれぞれ生成させ、触媒と接触する前記気
体組成物の温度は１３０℃未満であり、実空間速度は２０００ｈ-1未満であり、
（ｂ）適切な場合には、前記気体組成物から二酸化炭素と水とを除去し、
（ｃ）不純物である一酸化炭素および/または水素が実質的に存在しない前記気体組成物
を回収することを特徴とする方法。
【請求項２】
触媒が、金およびパラジウムの支持された粒子を含むことを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項３】
触媒が、銀およびパラジウムの支持された粒子を含むことを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項４】
支持体が、酸化セリウム（ＣｅＯ2）により被覆されていることを特徴とする請求項１な
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いし３のいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
金および／または銀の粒子と白金族金属の粒子との間の重量比が９０：１０ないし１０：
９０であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
金および／または銀の粒子と白金族金属の粒子との間の重量比が５０：５０であることを
特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
触媒の総重量に対して、金および/または銀の粒子の重量含有量が０．１ないし５％であ
ることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
触媒の総重量に対して、金および/または銀の粒子の重量含有量が０．１ないし１．５％
であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
触媒の総重量に対して、白金族金属の重量含有量が０．３ないし２．５％であることを特
徴とする請求項１ないし８のいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
触媒の総重量に対して、白金族金属の重量含有量が０．３ないし１％であることを特徴と
する請求項１ないし９のいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
気体組成物が、少なくとも１種の不活性ガスと酸素の混合物であることを特徴とする請求
項１ないし１０のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
気体組成物は、酸素と窒素とを含む混合物であることを特徴とする請求項１ないし１１の
いずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
気体組成物が、空気であることを特徴とする請求項１から１２の何れか１項記載の方法。
【請求項１４】
触媒と接触する気体組成物を１０5ないし３×１０6Ｐaの圧力に供することを特徴とする
請求項１ないし１３のいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
触媒と接触する気体組成物を７×１０5ないし１．５×１０6Ｐaの圧力に供することを特
徴とする請求項１ないし１４のいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
触媒と接触する気体組成物の温度が、８０ないし１２０℃であり、実空間速度が、１００
０ないし１８００ｈ-1であることを特徴とする請求項１ないし１５のいずれか１項記載の
方法。
【請求項１７】
空気から、不純物である一酸化炭素および水素の実質的に存在しない窒素を製造するため
の方法であって、
（ａ）空気に含まれている不純物である一酸化炭素および水素の少なくとも１つを、二酸
化炭素と水のそれぞれを生成させるように、二酸化チタンと、前記二酸化チタンにより支
持された金および／または銀の粒子と、前記二酸化チタンにより支持されたパラジウムの
粒子とにより構成された触媒と接触させて、この空気の酸素と反応させ、触媒と接触する
ガスの温度は１３０℃未満であり、実空間速度は２０００ｈ-1未満であり、
（ｂ）もし必要であれば、二酸化炭素と水とを空気から除去し、
（ｃ）窒素を空気の酸素から分離し、
（ｄ）不純物である一酸化炭素と水素とが実質的に存在しない高純度窒素を回収すること
を特徴とする方法。
【請求項１８】
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低温蒸留により、空気の酸素から窒素を分離することを特徴とする請求項１７記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
本発明は、触媒と接触させて酸素と不純物一酸化炭素および水素の１つとを反応させるこ
とにより、気体組成物特に空気のような窒素および／またはアルゴンと酸素の混合物に含
まれている前記不純物の少なくとも１つを実質的に除去するための方法に関する。
例えば製薬産業および電子産業、特に半導体の製造において、大量の不活性ガス、特にア
ルゴンおよびとりわけ窒素が用いられる。後者の場合において特に、不活性ガスは可能な
限り純粋でなければならず、特に、それらは半導体の品質と性能を損なう恐れのある一酸
化炭素および水素のような不純物が実質的に存在しないものでなくてはならない。最近ま
で、数百体積パーツ・パー・ビリオン（ｐｐｂ）台の一酸化炭素および／または水素濃度
はいまだ許容されていた。
しかしながら現在では、電子産業は、高純度の、すなわち、ほぼ１０ppb未満の水素およ
びほぼ５ppb未満の一酸化炭素を含む窒素のような不活性ガスを必要とする。
高純度窒素を製造するために、本出願人はすでに、特許出願EP－A－０．４５４．５３１
号において、一酸化炭素および／または水素といった不純物が空気から、銅および白金族
金属、すなわちルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウムおよび白金
からなる群より選択される少なくとも１つの金属の粒子からなる触媒であって、それらの
粒子は高い比表面積を有する担体または支持体上に担持されたもの上に、空気を通過する
ことにより不純物一酸化炭素および／または水素を空気から除去する方法を提案している
。担体は、ゼオライト、シリカまたはアルミナからなりうる。触媒を通過することにより
処理される空気は、もっとも高頻度には、コンプレッサーを用いて圧縮された空気である
。コンプレッサーの出口では、空気は通常８０ないし１２０℃の温度を有する。このよう
に精製された空気は、例えば、分子ふるい上での吸着により、含まれていた水および二酸
化炭素がなくなっている。これに続いて、空気は、特に酸素である空気のその他の構成成
分から窒素を分離するために蒸留カラムに送られる。本出願人は、特に高い粒子含量を含
んでいる触媒を用いたこの方法について良好な結果を得ており、それらの粒子は、パラジ
ウムおよび白金である。しかしながら、これらの貴金属は比較的経費がかかり、このこと
は高純度窒素を製造するための全プロセスをより高価なものとする。
加えて本出願人は、特許出願EP－A－０．４５４．５３１号において記載された触媒は、
一酸化炭素および水素の効果的な除去のために、例えば１日に２回という頻度の高い再生
かまたは約２００℃の温度の圧縮空気との接触かの何れかを必要としたことに気付いてい
る。
触媒の高頻度の再生は、並行で交互に動作する２つの触媒床を用いることを含み、その一
方は空気の精製を可能とし、その間に他方は再生される。上で示されたように、圧縮空気
は、通常８０ないし１２０℃の温度でコンプレッサーから出て行く。それゆえ、触媒と接
触するように入っていく空気を２００℃の温度に加熱するために必要な手段が必要とされ
る。本出願人は、特許出願ＥＰ－Ａ－０．４５４．５３１号にしたがう触媒の使用は、特
に消費されるエネルギーの観点から高価である前記加熱手段故に高価な装置を必要とする
ことに気付いている。
本出願人はこのように、上記の欠点なく、不純物一酸化炭素および水素の一又は他を実質
的に除去しうるプロセスを決定するために研究してきた。
このように、本発明の第１の目的は、低貴金属含有率を有する触媒とともに用いうる、圧
縮された気体から前記不純物の少なくとも１つを除去するための方法にある。
本発明の第２の目的は、触媒を再生するかまたは処理すべき気体組成物を約２００℃の温
度に加熱する必要なしに、例えば数週間、数ヶ月または数年間といった長期間にわたって
行いうるような方法にある。
このように本発明は、気体組成物に含まれる不純物である一酸化炭素および水素の少なく
とも１つを実質的に除去するための方法であって、
（ａ）前記気体組成物に含まれている不純物である一酸化炭素および水素の少なくとも１
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つを、二酸化チタンと、前記二酸化チタンにより支持された金および／または銀の粒子と
、前記二酸化チタンにより支持された少なくとも１つの白金族金属の粒子とを含む触媒と
接触させて酸素と反応させ、二酸化炭素と水をそれぞれ生成させ、触媒と接触する前記気
体組成物の温度は１３０℃未満であり、実空間速度は２０００ｈ-1未満であり、
（ｂ）適切であれば、前記気体組成物から二酸化炭素と水とを除去し、
（ｃ）不純物である一酸化炭素および／または水素が実質的に存在しない前記気体組成物
を回収する
ことを特徴とする方法に関する。
本発明は以下で詳細に、および、一方で本発明の方法にしたがって、そして第２に本発明
にしたがっていない方法により、空気からの水素の除去を示す図１と関連して記載される
。
本発明の好ましい態様によれば、触媒は、金およびパラジウムの支持された粒子により構
成される。
本発明のもう１つの好ましい態様によれば、触媒は、銀およびパラジウムの支持された粒
子により構成される。
粒子は一般的に鉱物支持体により支持される。この鉱物支持体は二酸化チタン（ＴｉＯ2

）が好ましいが、しかしアルミナ、ゼオライトおよびシリカからなる群からもまた選択さ
れうる。アルミナは、ガンマアルミナまたはアルファアルミナであり得る。ゼオライトは
、ゼオライト１３Ｘおよび１０ＸのようなゼオライトＸ、ゼオライト５Ａまたは４Ａのよ
うなゼオライトＡ、ゼオライトＹ、リョウ沸石、モルデナイトまたはシリカライトからな
る群より選択されうる。そのようなゼオライトは、例えば、米国特許第２，８８２，２４
４号、米国特許第３，１４０，９３２号および米国特許第３，１４０，９３３号に記載さ
れている。
金および／または銀の粒子と白金族金属の粒子との間の重量比は、１０：９０ないし９０
：１０であり得る。好ましくは、その比は、５０：５０のオーダーである。重量による金
および／または銀粒子含有量は、触媒の全重量の０．１ないし５％、好ましくは０．１な
いし１．５％でありうる。重量による白金族金属含有量は、通常、触媒の全重量の０．３
ないし２．５％、好ましくは０．３ないし１％である。
特に機械的特性を高める目的で、上記で定義した触媒を酸化セリウム（ＣｅＯ2）で被覆
することが有利であり得る。酸化セリウム（ＣｅＯ2）被覆の重量は、触媒の重量の５な
いし１５％であり得る。
前記支持体は、例えばチップまたはハニカム（単一構造（monolithic structure））の形
態におけるようにさまざまな形態で存在することができるが、しかし反応器に容易に充填
しうるビーズまたはロッドの形態において用いることが好ましいであろう。
用いられる支持体は通常多孔質であり、１cm3／g以下の、好ましくは０．２ないし０．５
cm3／gの孔体積を有しうる。
支持体の孔の半径は、２５nm以下、好ましくは１ないし１５nmであり得る。支持体の比表
面積は、１０ないし３００m2／g、好ましくは５０ないし２５０m2／g、さらにより好まし
くは５０ないし１５０m2／gであり得る。支持体の密度は、５００ないし１０００g／lで
ありうる。支持体がTiO2のとき、好ましい密度は６００ないし９００g／lである。
本発明の方法において用いられる触媒は、共沈殿または含浸の既知のプロセスにより調製
されうる。含浸プロセスにより調製された触媒が好ましい。触媒は、選択された支持体を
金および／または銀の塩および少なくとも１つの白金系列の金属の塩からなる溶液で含浸
させることにより調製されうる。前記金および／または銀の塩または前記白金族金属塩は
、ハロゲン化物、特に塩化物、または有利には硝酸塩でありうる。含浸に続いて、含浸さ
れた支持体は、例えば、５０ないし１５０℃の温度に、１２ないし４８時間供すことによ
り乾燥される。次いで、支持体は３００ないし５５０℃の温度で焼成される。乾燥された
含浸支持体の焼成は、空気、特に乾燥空気中で行われうる。焼成に続いて、金属粒子は、
熱の作用の下で、例えば、水素のような還元ガスまたは水素と窒素のような不活性ガスと
の混合物を支持体上に吹き付けることにより、還元される。
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本発明による方法は、特に、少なくとも１種の不活性ガスと酸素との混合物からなる気体
組成物について用いられうる。不活性ガスは窒素またはアルゴンであり得る。好ましくは
気体組成物は空気である。
触媒と接触する不純物一酸化炭素および水素の反応は、特に気体組成物が空気からなると
きは気体組成物中に含まれている酸素を用い、または前記気体組成物に加えられた酸素に
より行われうる。このように加えられる酸素の量は、すくなくとも前記不純物から二酸化
炭素と水を生成するために必要とされる化学量論的な量と等価でなければならない。
触媒と接触することにする前記不純物と酸素との間の反応は、一般的に、１３０℃未満の
温度で、特に－４０℃ないし１３０℃の温度で、好ましくは８０ないし１２０℃の温度で
、気体組成物を用いて行われる。
不純物が本発明の方法による触媒との接触において酸素と反応するとき、気体組成物は１
０5ないし３×１０6Pa、より一般的には７×１０5ないし１．５×１０6Paの圧力を受け得
る。
触媒と接触する気体組成物は、処理される気体組成物の圧力と温度の関数である実空間速
度（real space velocity）を有する。一般的に、実際の空間速度は、２０００h-1未満で
あり、好ましくは１０００ないし１８００h-1である。
本発明の方法により処理される気体組成物の一酸化炭素および水素含有量は、それぞれの
不純物について、通常４０ppm（体積による百万あたりの部）未満であり、より一般的に
は、１ppmないし２００ppb台である。本発明の方法の実行後に回収される気体組成物は、
１０ppb未満の水素および５ppb未満の一酸化炭素を含みうる。これらの含有量は、一般的
に電子産業の仕様に見合うものである。
前記不純物と酸素との反応に続いて、生成した二酸化炭素と水が前記気体組成物から除去
されうる。この除去は、分子ふるいまたはアルミナのような吸着剤を用いた従来の方法に
より行われうる。気体組成物が、主に酸素およびもし適切であればアルゴンといった空気
のその他の構成成分から窒素を分離する目的で低温蒸留により後に処理されるべき空気で
あるとき、水と二酸化炭素の除去はさらに特に必要とされる。
不純物一酸化炭素と水素が存在しないかまたは実質的に存在しない、回収された気体組成
物は、それが気体の混合物からなるとき、それを構成している気体のあるものまたはそれ
ぞれを分離する目的で、次に処理されうる。このように、もし前記気体組成物が空気から
なるとき、本発明による方法に続いて回収された空気は、窒素および／またはアルゴンが
空気の酸素から分離されるように処理されうる。この分離は、選択的吸着（PSA及びVSAプ
ロセス）または膜分離により低温蒸留の従来の方法を用いて行われうる。
本発明のもう１つの側面によれば、本発明は、空気から不純物である一酸化炭素および水
素が実質的に存在しない窒素を製造するための方法であって、
（ａ）空気に含まれている不純物である一酸化炭素および水素の少なくとも１つを、二酸
化炭素と水のそれぞれを生成させるように、二酸化チタンと、前記二酸化チタンにより支
持された金および／または銀の粒子と、前記二酸化チタンにより支持されたパラジウムの
粒子とにから構成された触媒と接触させて、該空気の酸素と反応させ、触媒と接触するガ
スの温度は１３０℃未満であり、実空間速度は２０００ｈ-1未満であり、
（ｂ）もし必要であれば、二酸化炭素と水とを空気から除去し、
（ｃ）窒素を空気の酸素から分離し、
（ｄ）不純物である一酸化炭素と水素とが実質的に存在しない高純度窒素を回収する
ことを特徴とする方法に関する。
空気中の酸素から窒素を分離するための方法は、従来の低温蒸留プロセスが好ましい。
以下の例は本発明を例証するために与えられる。
例１
本発明に従ってか従わずに、アルミナビーズ上に担持された金属粒子からなるさまざまな
触媒を反応器に充填した。反応器内では、空気から不純物一酸化炭素および水素を除去す
る目的で７バールの空気流を確立した。反応器を通過する空気の実空間速度は１８００h-
1であった。
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処理される空気の上流側（反応器への流入側）と下流側（反応器からの流出側）の一酸化
炭素および水素含有量を、トレース・アナリティカル（Trace Analytical）社から供給さ
れているＲＧＡ３アナライザーを用いて決定した。そのアナライザーの検出限界は、水素
については５ppb以下であり、一酸化炭素については３ppb未満である。
本発明による方法は、単一床に配置され、再生する必要がない触媒により実施されうる。
実際、本発明による触媒は、数ヶ月または数年の期間にわたってさえ、８０ないし１２０
℃の温度で、電子産業の仕様を充足するような方式で、気体化合物から不純物一酸化炭素
および水素を除去することを可能とする。その時間間隔の後に、使用された触媒床は単純
に新しい床により置換しうる。
触媒機能の持続時間（時間単位で）ならびに処理される空気の上流側と下流側の水素と一
酸化炭素の含有量が、以下の表Ｉにおいて示される。
稼動寿命は、下流側での水素および一酸化炭素含有量が、電子産業の仕様、すなわち、水
素について１０ppb未満の含有量および一酸化炭素について５ppb未満の含有量に見合う時
間である。試験は、下流側での含有量がそのように規定された値を超えるとすぐに停止し
た。しかしながら、研究者が、研究の持続時間が触媒の効果に関して十分に立証されたと
考えた限りで、下流側の含有量が仕様にしたがったままであったときにも試験は故意に中
断し得たであろう。

試験1は本発明に従うものである。
試験A、B及びCは比較例である。
表Ｉは、貴金属金とパラジウム（Ａｕ＋Ｐｄ）を１重量％含む本発明による触媒が、２重
量％のパラジウムを含む従来の触媒よりもはるかに長い稼動寿命を有し、より優れた有効
性（不純物除去）をも有することを示す。
試験Cにおいて用いられた温度は、試験Bにおいて用いられた温度より高かったにもかかわ
らず、試験B及びCもまた、パラジウム粒子のみを含む触媒は、金粒子のみを含む触媒より
もより有効であることを示す。
例2
例1において用いたものと同様の反応器に、二酸化チタンロッド上に担持された金属粒子
からなる本発明によるかよらない、さまざまな触媒を充填した。担体の密度は915g／lで
あり、その比表面積は140m2／gであった。触媒は、酸化セリウム（ＣｅＯ2）で被覆され
ているかまたはされていなかった。
反応器は、1800ｈ-1の実空間速度で、1000ｐｐｂの水素と500ｐｐｂの一酸化炭素を含む7
バールの空気を処理するために用いられた。
空気の上流側での水含有量、空気の下流側での一酸化炭素および水素含有量ならびに触媒
稼動寿命（例1参照）が、下の表ＩＩにおいて示される。
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試験2ないし7は本発明に従うものである。
試験ＤおよびＥは本発明によらないものである。比較試験Ｄは、0.5％パラジウムおよび0
.5％の金を用いず、2％パラジウムを含む触媒を用いるほかは試験4と同じ条件の下で行っ
た。本発明による触媒は、本発明によらない触媒よりも少なくとも15倍長い稼動寿命を可
能にし、2倍小さい貴金属含有量でよりよい不純物除去を確実にすることが観察されるで
あろう。
試験7は比較試験Ｅと同じ条件の下で行ったがしかし、2倍小さい貴金属含有量においてで
あった。試験Ｅによる触媒では、20時間未満の持続時間の間、仕様に合致する精製を可能
とするのみであった。試験7は150時間の間仕様に合致する精製が可能であったので、そこ
で故意に中断した。
例3
例1において用いたものと同様の反応器に、アルミナ支持体または例2におけるものと同様
の二酸化チタン支持体上に支持された金属粒子からなるさまざまな触媒を充填した。
500ｐｐｂの水素およびさまざまな濃度の水を含む空気を触媒を用いて2時間処理した。水
素の全除去を達成するために必要とされる最小温度を測定し、報告した。得られた結果は
下の表ＩＩＩにおいて示される。



(8) JP 4162713 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

試験8ないし10は本発明に従うものであった。それらは、１重量％の重金属（Au＋Ｐｄま
たはＡｇ＋Ｐｄ）を含む触媒を用いて行った。試験FないしHは本発明に従うものではない
。それらは２重量％のパラジウムを用いて行った。
これらの試験は、本発明に従う触媒は、同じか優れた結果を出すに当たって、少ない量の
貴金属を使用することを可能にすることを示す。
例4
例1におけるものと同様の反応器に、二酸化チタンロッド担体上に担持された、パラジウ
ムの粒子と金の粒子とからなる本発明による触媒を充填した。触媒のパラジウムと金の含
有量はそれぞれについて0.5％であった。
並行して、例1におけるものと同様の反応器に、TiO2ロッド（触媒の全重量の1％（ｍ／ｍ
））上に担持された、パラジウム粒子からなる本発明によらない触媒を充填した。TiO2の
密度は780g/lであり、その比表面積は95m2/gであった。
それぞれの反応器は、7バールの圧力の下で、約1000ppbの水素および10g／Nm3の水を含む
、同じ気流（2つの並行な流れに分けられた）を処理するために用いた。72日間にわたっ
て、反応器流入部での空気の実空間速度は1800h-1であった。その期間の後に、空間速度
は1200h-1に減少した。
得られた結果を図1に示す。それらの結果は特に、8日目のときに、本発明によらない触媒
により処理された空気の水素含有量が、10ppbに達し、次いでこれを超えたことを示す。
同じ量の貴金属について、本発明に従う触媒は11日間10ppb未満の含有量を維持した。
加えて、空気の時空間速度が1200h-1に減少したとき、処理された空気の水素含有量が、
本発明によらない触媒を用いたとき、8日間10ppb未満に維持されうるのみであった。しか
しながら、同じ条件の下で、本発明による触媒を用いたとき、水素含有量は、少なくとも
28日の期間にわたって検出限界未満であった。
例5
例1におけるものと同様の反応器No.1に、二酸化チタンロッド上に支持されたパラジウム
粒子からなる本発明による触媒を充填した。触媒のパラジウム含有量は0.5％であった。
触媒の密度は780g/lであり、その比表面積は95m2/gであった。
並行して、例1におけるものと同様の反応器No.2に、パラジウム粒子（触媒の全重量の0.5
％）を担持している酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）ビーズからなる本発明によらない触媒
を充填した。酸化ジルコニウムの密度は1200g/lであり、その比表面積は95m2/gであった
。
同じ空気流（2つの並行流に分割される）を、7バールの圧力の下でそれぞれの反応器にお
いて処理した。空気は、ほぼ１０００ｐｐｂのＨ2（上流側での含有量）および1g/Nm3の
水を含んでいた。
反応器の流入側での空気の実空間速度は1800h-1であり、操作温度は120℃であった。
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10時間の試験の後、反応器No.2に含まれるZrO2上に支持された0.5％Pdの触媒充填物を、
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）ビーズ上に支持された0.5％Pdの触媒充填物に置換した。後
者の密度は950g/lであった。試験条件（圧力、流量、汚染レベル、その他）は、０．５％
Ｐｄを担持する酸化ジルコニウムビーズで満たされたときの反応器No.2において行った試
験におけるものと同様であった。
3つの触媒で得られた結果は下の表IVにおいて示される。

表IVは、試験I及びJが本発明によらないものであるのに対し、試験11が本発明によるもの
であることを示す。
実際、3つの試験された触媒は、同一の質量のPd粒子（0.5％Pd）を含んでいたが、Pd担持
TiO2支持体のみがＨ2の最大除去（検出されず）を可能とした。このように有効性の差異
は支持体のタイプ（ＴｉＯ2）に関連する。
例6
例1におけるものと同様の反応器Ｎｏ．１に、０．５％Ｐｄ＋５％Ａｇ（触媒の総質量の
％）を担持するTiO2ロッドからなる本発明による触媒を充填した。触媒の密度は850g/lで
あり、その比表面積は150m2/gであった。
並行して、例1におけるものと同様の反応器No.2に、0.5％Pd+5％Agを支持するAl2O3ビー
ズからなる本発明によらない触媒を充填した。触媒の密度は670g/lであり、その比表面積
は120m2/gであった。
それぞれの反応器は、7バールの圧力の下で、約1000ppbのH2（上流側での含有量）および
8g/Nm3の水を含む同じ空気流（2つの並行流に分割された）を処理した。反応器流入部で
の空気の実空間速度は1800h-1であり、操作温度は110℃であった。
2つの触媒について得られた結果は、下の表Vにおいて報告される。

上の表Vは、試験Kが本発明によらないのに対し、試験12が本発明によるものであることを
示す。
もう一度、用いられる2つの支持体は同じ濃度のＰｄ（０．５％）およびＡｇ（５％）粒
子を含むけれども、試験12（本発明によるもの）における触媒のみが、空気流の精製およ
び汚染物質のH2の除去において最大の有効性（H2は検出されない）を可能にする。
さらにその上、従来の支持体のAl2O3はほとんど無効であることが観察されるであろう。
下流の空気流にはいまだ80％のH2不純物が含まれている。
このように支持体（TiO2）の役割とタイプは、このタイプの精製プロセスにおいて、主要
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な重要性を有している。
このように、上記の試験は、本発明による触媒の驚くべき有効性を明らかに示す。

【図１】
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